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私たちはお客様の“元気”をサポートします！

返済猶予から廃業勧告へ !! 

この５年間「無条件の返済猶予」「条件付の返済猶予」と少しずつ舵を切ってきた中小企業金融円滑化法が、

とうとう「経営改善できない会社は潰す」に大きく方針転換しました。人口増加・経済成長の恩恵にあずかり、

返済猶予で甘やかされた、日本の中小企業はこれから金融機関の貸し剥がしの地獄を見ることになります。 

 日本の中小企業の７割は赤字！でも、私ども事務所のＭＡＳ監査サービスによりきちんと経営に取り組ん

でいる企業の７割は黒字で業績を伸ばしているのも事実です。いよいよ日本の中小企業にも「商売だけでな

く経営をしなければ生き残れない時代」がやって来ました。社長！経営してますか！？ 

【 “中小の転廃業促す” ２０１４年３月１９日日経新聞より  】

金融庁は中小企業金融円滑化法に基づき返済猶予を受けてきた中小企業に対し、転廃業を促す方針に転

換した。金融機関への立ち入り検査でこれまでは返済猶予を求めてきたが、無条件で返済を猶予するので

はなく、金融機関が抜本的な企業再生に取り組むよう促す。官民ファンドの地域経済活性化支援機構で新

事業に再挑戦する中小企業経営者を後押しする新制度も年内にも始める。

  円滑化法は中小企業の資金繰り支援のため２００９年１２月に導入され、１３年３月に終了した。その

後も金融庁は激変緩和のため、金融機関に「返済猶予」を求めていたが、今後は「抜本的な企業再生」を

求める方向にカジを切る。近く始める地銀への検査でも取引先の持続可能性を個別に聞き取り、地銀が取

引先企業の転廃業に取り組むよう促す。

借り手の中小企業の経営者にとって、融資の返済猶予はもろ刃の剣だ。返済期限の延長など融資条件を

優遇してもらう利点がある一方、猶予期間中に返済原資となる本業の収益力が回復しないと、最終的には

金融機関の支援を受けられず、破産するリスクが高まる。破産すれば「ブラックリスト」に載り、新たな

借り入れは難しくなる。

中小企業の経営者が事業に再挑戦するうえで最大の障害は融資の８割に付いている「経営者保証」の存

在だ。自宅など私財をすべて回収されるリスクがあり、債務超過であれば一生債務を背負うことになる。

こうした事態を防ぐため、金融庁は金融機関に企業が債務超過に転落したり、破産したりする前に債務を

整理し、経営者の重荷を取り除くよう求める。

金融庁は経営難の中小企業の転廃業を促すため、地域経済活性化支援機構を活用する。企業の資産が負

債を上回っている段階で金融機関に債務免除（金融機関から見れば債権放棄）を申請できるようにする。

貸し手の複数の金融機関間の調整を機構が肩代わりし、経営者が過度な責任を問われないようにする。

今国会に同機構法改正案を提出し、施行時に新たな支援基準を作る。これまでは借り手が経営難の企業

である不良債権を支援対象にしていた。新基準では「誠実な経営姿勢」「適切な情報開示」など借り手の経

営者の資質を調べ、よければ金融機関がこうした企業向けに持つ正常債権も支援する。

支援する借り手企業に①早期の事業再生②事業再編③業態転換④休廃業―といった選択肢を検討しても

らう。仮に廃業となっても工場跡地など資産をマンションなどに有効活用できる。破産しても手元に残る

お金に失業給付相当額を上乗せし、経営者に最大４６０万円まで残すことを認める。会社員になった後に

再起を探ることも可能となる。



今今月月ののワワンンポポイインントト！！ ((担担当当：：早早瀬瀬))

◆印紙税法の改正に伴う、領収証の発行について！！ 

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。主

な改正内容としては、①「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税額の軽減措置の延長及

び拡充、②「領収証」等に係る印紙税額の非課税範囲の拡大です。

  今回は、平成２６年４月１日以降に作成される領収証の発行についての改正内容と取扱いを説明させてい

ただきます。

● そもそも、印紙税ってなに？ 

印紙税とは、経済社会における流通取引に付随して行われる文書の作成行為をとらえて課する税金をいい

ます。印紙税の納税義務は、印紙税法に定められた一定の文書（以下、「課税文書」といいます）を作成した

時に成立し、その課税文書の作成者が納税義務者となります。そして、課税文書の作成者は、税額に相当す

る収入印紙を貼付し、印章又は署名で消印することによって納税することとなります。

● 印紙税法が改正されて、領収証の発行はどう変わったの？ 

平成２６年３月３１日以前に作成された領収証は、記載された受取金額が３万円未満のものについて非課

税とされておりました。しかし、印紙税法の改正に伴いまして、平成２６年４月１日以降に作成される領収

証は、記載された受取金額が５万円未満のものについて非課税とされております。

つまり、領収証を発行する場合、これまでは記載された受取金額が３万円以上になると収入印紙を貼付し

なければなりませんでしたが、平成２６年４月１日以降に作成される領収証については、記載された受取金

額が５万円以上になる場合にのみ収入印紙を貼付する必要があるということです。

● 記載された受取金額が５万円未満って、消費税込み？それとも消費税抜き？ 

一定の要件を満たすことを条件に、消費税額等の金額を記載された受取金額に含めないことが認められて

おります。具体的には、「課税文書のうち、第１号文書（不動産の譲渡等に関する契約書）、第２号文書（請

負に関する契約書）及び第１７号文書（金銭又は有価証券の受取書）に、消費税額等が区分記載されている

場合又は税込価額と税抜価額がそれぞれ記載されている場合には、その取引にあたって課されるべき消費税

額等が容易に計算できることから、税抜価額が記載された受取金額として扱われる。」とされております。

つまり、領収証については、記載された受取金額のうちに消費税がいくら含まれているか、または税込価

額と税抜価額の両方を記載している場合には、消費税抜きの金額が５万円未満あれば、収入印紙を貼付しな

くて良いということです。

受取金額 ￥５３，９９８（内訳の記載なし）    ・・・・・ 収入印紙の貼付が必要

受取金額 ￥５３，９９８（内消費税等￥３，９９９） ・・・・・ 収入印紙の貼付が不要

受取金額 ￥５３，９９８（税抜価額￥４９，９９９） ・・・・・ 収入印紙の貼付が不要

● 印紙税について、気をつけるべきことは？ 

上記のように、印紙税は課税文書の作成者が課税文書の作成時に収入印紙を貼付し、消印することによっ

て納税を行うこととなりますが、印紙税の納付を怠った場合には、過怠税が徴収されることとなっておりま

す。印紙税法第２０条では、「印紙税を納付すべき課税文書の作成者が納付すべき印紙税を当該課税文書の作

成の時までに納付しなかった場合には、当該納付をしなかった印紙税の額とその２倍に相当する金額との合

計額に相当する過怠税を徴収する。」と規定されており、印紙税が課税されることを知らなかったり、収入印

紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の３倍の金額が徴収されることとなっておりま

す。なお、収入印紙は貼付したものの、消印を忘れてしまった場合には、納付しなかった印紙税の額の１.１
倍の金額が徴収されることとなっております。なお、ご不明な点は弊社担当者までお気軽にご質問ください。



““ 経経営営塾塾 ：： 人人財財育育成成 ””

景気回復で採用が難しくなっています。ブログを読み返すと４年前は５０人も応募があったんですね！

【旧経営者へのメッセージ 2010.07.06 ブログより】 

★★ 組組織織ととのの関関係係性性 ．．．．．．

今年も夏の職員採用時期になりました。

毎年、６月中旬から７月中旬の税理士試験前に職員の募集を行います。この２週間で５０人ほどの応募をい

ただきました。今年も、税理士、会計士の有資格者の応募が多く、資格をとったら独立するのが当たり前だ

った一昔前と比べると、時代の大きな変化を感じます。

是非採用したい．．．と思った優秀な中国人の方や、優秀な税理士・会計士の方もいらしたのですが、事務所

の体制や人員構成等々の事情から残念ながら採用できず、事務所の実力が足りないことにとても悔しい思い

をしました。ワンストップでお客様のニーズに応えるには規模も必要だと痛感します。

また、初めて中国人の方に応募していただき、とっても感じたのは．．．

ユニクロやソフトバンクが社内標準語を英語にするなど、海外進出する大企業では急激に国際化が進展して

いますが、人口減少とそれに伴う外国人の流入により「国内国際化」が劇的に進展する中で、中小企業も私

たち会計事務所も、英語や中国語に対応できなくてはならない時代が目の前に来ているということです。

● 個人と組織の関係性 

もうひとつ考えさせられたのは．．．個人と組織の関係性について．．．

頭の良い優秀なタイプの方に多い傾向ですが、２～３年おきに５ヶ所も６ヶ所も転職しているのですが、本

人はそのことを自分の優秀さの証明だと思っています。

「Ａ社では〇〇の知識を身につけて、Ｂ社では●●を経験して、Ｃ社では△△を勉強しました」

「御社の特徴である▲▲という業務を勉強したいので是非採用していただきたいと思います」

．．．と自分の能力の高さを一生懸命にアピールされます。

そんなときには、「と言うことは、あなたは今までは知識は身につけたけれど、自分の所属する組織の役に

立ったことは一度もないってことなの？」「どんな組織でも３～４年勤めて組織や仕事に慣れ、初めて組織の

成長に貢献できたり人を育てたりお客様の信頼を得て質の高い仕事が出来るんだと思うけどな」「じゃあ▲▲

の業務をちょっとカジッたら、うちも辞めて次の経験のために転職するの？」「その経験と知識は誰のために

どこで使うつもりなの？」「では、自分と自分の所属する組織との関係性について、あなたの価値観とスタン

スを教えてくれますか」．．．と質問することにしています。

● 何が出来るかではなく、何をすべきなのか？ 

頭が良くて能力の高い優秀な人ほど自分と自分を取り巻く世界との関係性についての価値観が育たないま

ま、社会人としてとても幼い場合を多く見かけます。能力を高めることは大切ですが、能力は「手段」にす

ぎません。その能力を使って誰のために何をするのかという「目的」がどこにあるのかが大切です。そして、

その目的は、自分を取り巻く社会（組織）との関係性を抜きにしては語れません。

つまり「何が出来るか（能力・知識）」ではなく、｢何をすべきなのか（価値観）」を問われるのです。スペ

シャリストとして自分の専門領域（税務・会計）で仕事をするだけなら「能力」があれば良いのかもしれま

せん。しかし、プロフェッショナルとしてお客様の領域（経営）に踏み込み、課題を共有し、正解のない経

営の世界でお客様の隣で共に闘うためには、「能力」以上に「価値観」の確立が大切です。

自分と自分の所属する組織との関係性．．．社会人であるならば、まず、そのことを思考すべきです。

自分が勤める会社も組織、お客様の企業も組織、そして社会全体も組織、種類は違ってもある意味では自分

の家庭も組織．．．人は組織の中で生まれ、組織の中で生き、組織の中で死んでいくのですから。



ＦＦＰＰレレポポーートト

★★ 相相続続税税対対策策第第９９弾弾

相続税の基礎控除が２０１５年から大幅に縮小されるため、８ヶ月にわたって相続と生命保険の活用方法に

ついてレポートをしてきましたが、今月は相続対策第９弾「生前贈与の注意点」をお送りいたします。

● 相続対策の切り札は生前贈与！ 

２０１３年度の税制改正で税率が一部改正され、新たな特例も設けられた贈与税。 

相続より贈与を制度面で優遇するという大きな流れを見ると、相続対策においても「生前贈与」の積極的活

用が考えられます。３月のＦＰレポートで生前贈与の有効性について報告しましたが、今月はその注意点に

ついてさらに詳しくレポートしたいと思います。 

● １００万円以下の連年贈与は贈与税がかからない？ 

生前贈与としてよく行われている１００万円以下の金額を子供や孫に贈与するケースについて考えてみま

しょう。国税庁のホームページを見ると以下の事例が掲載されています。 

Ｑ：「親から毎年１００万円ずつ１０年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が１１０万円の

基礎控除以下ですので、贈与税がかからないことになりますか？」 

Ａ：「各年の受贈額が１１０万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告の必要

は必要ありません。」 

「ただし、１０年間にわたって毎年１００万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されてい

る場合には、１年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に定期金に関する権利（１０

年間にわたり毎年１００万円ずつの給付を受ける権利）の贈与を受けたものとして贈与税がかかります

ので申告が必要です。」 

● 連年贈与＝有期定期金の贈与？ 

このタックスアンサーの見解によった場合には、本件贈与は相続税法２４条の有期定期金の評価によること

となり、①解約返戻金の金額、②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金

の金額、③一年間に受けるべき金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率（注）の３つの評価方法

のうち③の方法によって評価額を計算することになります。 

 （注）複利年金現価率とは毎期末に一定金額を一定期間受取れる年金の現在価値を求める際に用いられる率 

例えば上記の１０年間１００万円ずつ贈与の場合には、１００万円×９．９４５％（※）＝９９４．５万

円（※予定利率０．１％の１０年の複利年金現価率）＝９９４．５万円の評価額となり、平成２６年の贈与

であるとすると約２２８万円の贈与税額が発生します。 

連年贈与を行うことがすなわち有期定期金の贈与と判断されるわけではありませんが、あらぬ疑いをかけ

られないためにも、連年贈与を行うにあたっては以下の点を十分注意する必要があります。 

① 毎年の贈与契約書、② 贈与契約書には贈与者と受贈者が直筆で署名する 

あるいは、あえて年間の贈与金額を基礎控除の１１０万円を少し超えるように設定して贈与税の申告と納

税を行い、確実な証拠を残していくことも対策のひとつと言えます。 

㈱㈱㈱横横横浜浜浜総総総合合合フフフィィィナナナンンンシシシャャャルルルののの西西西尾尾尾ででですすす！！！

生前贈与には気をつけておかなければならない点がたくさんありま

す。ご相談等ございましたら遠慮なくご連絡下さい。 

来月は相続対策の連年贈与を使った生命保険についてレポートいた

します。 



今今月月のの一一言言・・・・・・““良良薬薬はは口口にに苦苦しし””

「 やりたいことが見つからなければ、やるべきことをやれ！ 」 

やりたいことが見つからないから今の仕事に全力が注げない．．．そんな言い訳をする人

を見かけます。やりたいことが見つからない理由は目の前のことに全力投球しないから。

やりたいことを見つけるとは、世の中で自分がすべき「使命」を見つけることなのです。

やりたいことはやるべきことの中にあるのです。

★本や講演やお客様のお話の中から、「これは自分の生き方に取り入れよう」と感じた

ことをノートに書きとめています。そのノートの中から一言．．．(ｖｏｌ．７２) 

★ 先日、陣馬山から高尾山までのコースを歩いてきました。私は普段運動不足なため、陣馬山山頂に着いた

段階で筋肉痛になるのは確実な様子でしたが、他の方は犬と散歩をしていたり、ランニングをしている方も

大勢いました。そんなコースの中で巻き道というものを知りました。巻き道とは迂回路のことで、歩き難い

岩場や山頂を回避することが出来るのだそうです。目的地は同じでも行き方は複数あり、あえて厳しい道を

選ぶ人もいれば、厳しくない道を選ぶ人もいる、なんだか人生みたいだと思ってしまいました。(KARINO)

★ ブランディングの研修で“ペルソナ”という架空のお客さまを設定し、商品を作りこんでいく実習があり

ました。例えば「４０代の会社経営者」といった広範囲だったお客様設定を、あえて１人に絞り詳細な設定

を行うことにより提供する商品を作りこみ品質を高めていくのです。早速、事務所でセミナー企画の際にペ

ルソナ設定をしてみたところ、きちんと会議が１つの方向を向いていることが実感できました。もっともっ

と鮮明に、より詳細に。事務所全体に広げ、横総というブランドを作っていきたいと思います。（YAMAMOTO）

★ 昨年末からダイエットをはじめて約半年、食事制限を中心に１５キロの減量までこぎつけました！しかし、

この一ヶ月はまったくといって良いほど、体重に変化なし。食事制限でできる限界ラインということなのか、

そろそろ本格的に体を動かす必要がありそうです。経営改善においても、経費削減には限界があり、健全な

企業体質を維持するためには、適正な売上確保と経費管理のバランスがポイント！社内にもダイエットを誓

った人達がいたはずなのですが【ＭＡＳ監査式目標管理ダイエット】商品化できるかな？ (TOCHIKURA）

★ 昨年１１月ヒマラヤから帰国したときの体重７１キロ。粗食（酷食（涙））の反動で食べたいものを食べつ

くして年末年始を過ごして正月明けの体重７８キロ。４月のエベレスト出発に向けてダイエットとトレーニ

ングをして、２月中旬の体重７３キロ。エベレストが延期になりちょっと気が抜けて、３月中旬の体重７６

キロ。３月後半のＭ＆Ａ国際会議の旅行で３月末の体重７９キロ．．．ジェットコースターのように上下する

体重に家内も呆れ顔です。連休にかけてエクアドルの最高峰チンボラソ６３１０ｍに出かけるのに、膝の靭

帯を痛めて運動不足のため今度はなかなか痩せない！おまけにヒマラヤから帰ってからハマってしまい週ニ

回食べなきゃ気の済まないのが中華街・福満園の「豚レバーの焼き

そば」。店に入った途端に店長が「豚レバー焼きそば一丁」とオーダ

ーを出すほど。中華街はヤバイ！それにしてもこの一年で米国、メ

キシコ、フランス、スイス、イタリア、ギリシャ、中国、カンボジ

ア、 バングラデシュ、ネパールと旅しましたが日本ほど食べ物が美

味しくて安い国はありません。感謝！困惑！      (IZUMI)



 TEAM横浜総合事務所 

税理士法人横浜総合事務所  

株式会社横浜総合マネジメント／株式会社横浜総合フィナンシャル／株式会社横浜総合エクスペリエンス

＜ 横浜総合ＡＳＰ推進センター ／横浜総合Ｍ＆Ａセンター ＞ 

 セミナーのご案内   ※関与先値引き有り

★ “将軍の日” 中期経営計画作成セミナー 

 自社の５年後のあるべき姿と、そのための経営課題を明確にするための一日！ 

日時 ： 平成２５年５月２０日（火）／１０時～１８時 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： ５社限定  料金一社 ５２，５００円  関与先割引 ２６，２５０円 

昼食代込 （お二人迄参加可） 

★ “新・横総経営塾” 毎月開催、経営者セミナー  ≪※※※会員募集中※※※≫

 第４０回『会社が倒産しても家族を守るためにしておくべきこと！』  

講師：ＴＥＡＭ横浜総合事務所 代表 泉 敬介 

日時 ： 平成２６年５月２２日（木）／１６時～１８時、終了後実費にて懇親会 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： 都度参加会費 ５，０００円 

★ “後継者育成塾” ３期生募集中

創業者の志を継承する「人財」を育成します！ 

主催：ＮＮ構想首都圏地域会ＬＬＰ 

日時 ： 平成２５年５月１７日（金）～平成２７年３月７日（土） 

場所 ： セミナーハウス クロス･ウェーブ船橋 

募集 ： 全２４日間・１２回（全１泊２日の合宿形式） １２０万円（一括・分割可）

ネットワーク   

日本大通り法律事務所、小越司法書士･行政書士事務所、小俣不動産鑑定士事務所 

㈱人材経営センター、㈱日本Ｍ＆Ａセンター、㈱船井財産コンサルタンツ 

㈱事業パートナー、㈱ＦＰＧ、㈱経営改善支援センター、一般社団法人日本フードアドバイザー協会 

㈱パワーズプロジェクトマネージメント、NMC税理士法人税務総合対策室、税理士法人東京クロスボーダーズ 

㈱日本エスクロー信託、ベンチャー支援機構ＭＩＮＥＲＶＡ（支援会員） 他 

〒231-0021 横浜市中区日本大通 17ＪＰＲ横浜日本大通ビル 10Ｆ 

TEAM 横浜総合事務所／TEL045(641)2505、FAX045(641)2506 

ホームページ http://www.yoko-so.co.jp/
 「経営者へのメッセージ」「癒しの森暮らし」のブログにもつながります 


